
令和6年度「信州環境カレッジ」説明会

令和6年4月18日

「信州環境カレッジ」運営事務局

1



本日の説明内容

(１) 「信州環境カレッジ」とは

(２) 参加するメリット

(３) 令和6年度の主な変更点

(４) 募集講座

(５) 講座の登録方法

(６) 実施結果の報告等

(７) 質疑応答
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「信州環境カレッジ」とは

目 的

⚫ 環境に関する県民の「学び」を拡大し、県民の環境保全に対する意識を高める
とともに、将来の環境保全を担う人材の育成を図る

仕組み

【講座の提供】

個人、NPO・任意団体
企業、行政機関 等

カレッジWEBサイト
（講座情報の集約）

【受講】

県 民

開催講座をＰＲ！
参加したい講座が
見つかる！

受 講

登 録

実 施 主 体 長野県環境部 運営事務局 (一社）長野県環境保全協会

アクセス
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⚫講座情報の発信

• 登録講座は、専用のホームページやメールニュース等で講座情報を広く発信します。

⚫環境の講座や取り組みを応援

• 個人、NPO法人、任意団体を対象に、一定の要件を満たした登録講座の開催

に対して１講座あたり以下の謝金をお支払いします。

20,000円

「信州環境カレッジ」に参加するメリット
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◆「補助金」から「謝金」に
・講座開催経費に対する「補助金」制度から、一定の要件を満たす講座に対して
「謝金」の支払いに変更

・謝金希望講座を随時受付（開催日の2週間前まで）

 （新たに、講座実施計画書（様式３）、口座振込依頼書（様式５）追加。実施結果報告書

（様式４Ａ、４Ｂ）の一部変更）

◆講座登録を申請から届出に
・講座登録は登録申請から登録届に変更
（講座登録届（様式２Ａ、２Ｂ））

◆提出書類の簡素化
・謝金を希望する場合は、「講座実施計画書」及び「口座振込依頼書」を提出
・従来の「経費補助申請書」、「収支計画書」、「収支決算書」、「経費補助
請求書」及び証拠書の写しの提出は不要

令和６年度の主な変更点
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「地域講座」：県内各地で広く参加者を募って開催する講座

⚫ 環境に関する県民の「学び」を拡大し、豊かな自然環境の保全や持続可能な社会を支える人

づくりを進めるため、「信州環境カレッジ」に登録していただける講座

「学校講座」：学校からの申込により開催する出前授業

⚫ 地域との協働により学校における環境教育を推進し、子どもたちの環境についての理解を深め

るとともに、主体的に考え行動する人材を育成するため、「信州環境カレッジ」に登録していた

だける講座

「信州環境カレッジで募集する講座
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地 域 講 座

テ ー マ 気候変動、自然との共生、水・大気環境、循環型社会、暮らし・まちづくり、SDGｓなど

開催期間 令和6年４月～令和7年３月（謝金の対象講座は４月１５日～２月）

形 式 座学、フィールドワーク、ワークショップなど

受講対象 子どもから大人まで、広く参加者を募るもの

企画内容
・ 講座の内容が具体的な行動に結び付くよう、ねらいや取組が明確であること。
・ 講座が安全かつ円滑に行える内容であること。
・ 楽しく学べる、興味を持って参加できる内容であること。

そ の 他 ・ 特定の宗教活動、政治活動、営利活動を行わないこと。
・ 特定の国、団体、個人、企業等に対し、違法・不当な誹謗・中傷を行わないこと。

〇募集講座
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学 校 講 座

テ ー マ 気候変動、自然との共生、水・大気環境、循環型社会、暮らし・まちづくり、SDGｓなど

開催期間 令和6年４月～令和7年３月（謝金の対象講座は４月15日～２月）

形 式 県内の学校（小・中学校、高等学校等)に対する児童・生徒向けの出前講座

企画内容
・ 講座の内容が具体的な行動に結び付くよう、ねらいや取組が明確であること。
・ 講座が安全かつ円滑に行える内容であること。
・ 楽しく学べる、興味を持って参加できる内容であること。

そ の 他
・ 政治活動、宗教活動、営利活動を行わないこと。
・ 特定の国、団体、個人、企業等に対し、違法・不当な誹謗・中傷を行わないこと。

〇募集講座
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講座の登録方法 (地域講座)

実 践 者 個人、ＮＰＯ法人、任意団体、企業や行政など

定員・受講料 規定なし

提出書類
① 実践者登録届（様式1） ※初めての申請、または内容に変更がある場合のみ

② 講座登録届 （様式２Ａ） 【①②オンライン登録できます】

提出期限 随時受付（講座開催日の２週間前まで）

1 講座登録

9



地 域 講 座

対 象 者 個人、ＮＰＯ法人又は任意団体

定 員
規定なし
（ただし、受講者数が10人に満たない場合、お支払いする謝金は1万円）

受 講 料 規定なし

提出書類
① 実践者登録届 （様式１） ※初めての申請、または内容に変更がある場合のみ

② 講座登録届 （様式２Ａ） 【①②はオンライン登録できます】
③ 講座実施計画書（様式３）

提出期限 随時受付（講座開催日の２週間前まで）

2 謝金を希望をする場合
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謝金対象講座の要件等（地域講座）

対象講座の
要件

①「信州環境カレッジ」に登録した講座であること
②個人、NPO法人又は任意団体が開催する講座であること
③令和6年４月15日から令和7年2月末までの間に開催する講座であること
④講座実施の際、信州環境カレッジ事業の周知について協力すること
（例 講座でカレッジを紹介し、チラシに「信州環境カレッジ登録講座」と記載）

⑤実施計画が謝金対象講座として認められるものであること

謝金の概要
（事務局から講座
実施者に対して
お支払いする謝金）

① 講座1回あたりの謝金額 2万円
ただし、当日の受講数が10名に満たない場合には1万円とする。
また、同一日に同じ講座を複数回、同一の1人の講師が行う場合は、
1日あたり2万円を上限とする。※

②講座回数の上限
講座実施者１者あたり年間４回まで

11
※講座実施者が講師にお支払いする謝金を制限するものではありません。



地域講座 登録のフロー
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講座の登録方法 (学校講座)

〇講座登録等

実 践 者 個人、ＮＰＯ法人、任意団体の他、企業や行政など

定員・受講料 規定なし

提出書類
① 実践者登録届 （様式1) ※初めての申請、または内容に変更がある場合のみ

② 講座登録届 （様式２B) 【①はオンライン登録できます】

提出期限 随時受付

学校との打合せ
① 学校からの申込を受け、運営事務局から講座実施者に連絡
② 講座実施者は、日程や実施内容等「打合せシート（様式6）」により、
学校と打合せ(独自様式の使用も可）
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学 校 講 座

〇謝金を希望する場合
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対 象 者 個人、ＮＰＯ法人又は任意団体

定 員 規定なし

受 講 料 規定なし

提出書類 ①講座実施計画書 （様式３）

提出期限 随時受付（学校との打ち合わせ後、講座開催日の２週間前まで）



謝金対象講座の要件等（学校講座）

対象講座の
要件

①「信州環境カレッジ」に登録した講座であること
②個人、NPO法人又は任意団体が開催する講座であること
③令和6年４月１５日から令和7年2月末までの間に開催する講座であること
④講座実施の際、信州環境カレッジ事業の周知について協力すること
（例 申し込んだ先生以外の先生に、学校講座を紹介）

⑤実施計画が謝金対象講座として認められるものであること

謝金の概要
（事務局から講座実
施者に対して

お支払いする謝金）

① 講座1回あたりの謝金額 2万円
また、同一日に同じ講座を複数回、同一の1人の講師が行う場合は、1日

  あたり2万円を上限とする。※

②講座回数の上限 なし
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※講座実施者が講師にお支払いする謝金を制限するものではありません。



学 校 講 座

〇事務局からお支払いする謝金の上限例

【ケース1】
ある学校において、3年生4クラスに対して、同じ日に同じ講座を、1人の講師Aが4回行う場合

     事務局から講座実施者に対してお支払いする謝金の額は２万円

【ケース２】
 上記と同じ条件で、２人の講師A,Bが2回ずつ行う場合
     事務局から講座実施者に対してお支払いする謝金の額は、Ａ講師が行う講座に対して２万円、

  B講師が行う講座に対して２万円

【ケース３】
ある学校において、3年生4クラスに対して、4日間で1人の講師Aが行う場合
   事務局から講座実施者に対してお支払いする謝金の額は、2万円×4講座（回）=8万円

（注）事務局がお支払いする謝金は、講座実施者から講師への謝金を制限するものではありません

同一日に同じ講座を複数回、同一の1人の講師が行う講座の場合、１日あたり2万円を上限とする。
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学校講座 登録のフロー
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地域講座・学校講座 共通

【講座登録届（様式2A,2B）】
〇登録講座に関連する「SDGs17のゴール」、講座形式を選択

（地域講座の様式２Aの一部抜粋）

（該当するものに○印を記入ください。複数選択可）

【誰に、何を、どんな方法で実施するか、具体的に記入してください。また、企画書等があれば添付してください。】

講座の概要
（★）

SDGｓ

17のゴール
（★）

体験

座学

ワークショップ

その他

講座に関連する
SDGsの番号を選択

講座の形式を
選択
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地域講座・学校講座 共通

【講座実施計画書（様式３）】
〇講師名を記載及び信州環境カレッジの周知方法にチェック

（地域講座の様式３の一部抜粋）

実施する周知方法
にチェック
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地域講座・学校講座 共通

【実施結果報告書（様式４Ａ,４Ｂ）】
〇実施した信州環境カレッジの周知方法を記載

（学校講座の実施結果報告書（様式４Ｂ）の一部抜粋）
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（地域講座の実施結果報告書（様式４A）の一部抜粋）



地域講座・学校講座 共通

【口座振込依頼書（様式５）】
〇実施講座の講師名及び受講者数を記載（お支払いする謝金の確認のため）

（地域講座の様式５一部抜粋）

講師名を記載
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講座の変更・中止

講座の実施結果報告

・ 講座を変更又は中止する場合には、電子メールにより運営事務局へ連絡

◆ 講座終了後、原則１か月以内に「実施結果報告書」を電子メールにより運営事務局へ提出
 

・この報告書の内容を「開催レポート」として、信州環境カレッジのＷＥＢサイトに掲載

・謝金を希望しない場合は、参加人数のみを電子メールで運営事務局へ報告も可

・謝金を希望している場合は、上記の報告書の提出と併せて「口座振込依頼書」を提出

実施結果の報告等

実施結果報告
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詳しくは、信州環境カレッジHPで
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「登録申請」
をクリック

HPトップ

HP中ほど



問 合 せ 先

【信州環境カレッジ運営事務局】
一般社団法人長野県環境保全協会

※「信州環境カレッジ」事業は長野県が（一社）長野県環境保全協会に委託して運営

電 話 026-237-6620

ＦＡＸ 026-238-9780

メール shinshu-ecollege@nace-portal.jp

WEBサイト https://shinshu-ecollege.pref.nagano.lg.jp/
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